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一 

駐
留
軍
の
各
種
軍
事
施
設
の
敷
地
と
し
て
農
耕
地
、
用
材
林
、
薪
炭
材
林
、
牧
草
地
等
の
大
半
を
喪
失
し
た

農
家
は
、
主
収
入
並
び
に
副
次
収
入
の
大
幅
な
減
少
に
よ
つ
て
関
係
農
家
の
経
済
の
窮
状
は
明
状
し
が
た
い
も

の
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
補
償
措
置
と
し
て
は
「
駐
留
軍
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
損
失
補
償
等
要
綱
」
に
よ
つ

て
一
応
の
解
決
策
と
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
補
償
制
度
は
た
え
ず
被
害
の
あ
と
始
末
で
あ

り
、
ま
た
、
一
時
的
生
活
の
つ
な
ぎ
資
金
で
あ
つ
て
真
の
生
活
保
障
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

3 

各
種
農
業
振
興
土
木
事
業
の
推
進 

2 

土
地
改
良
事
業
の
促
進 

三 

、  
、  
、  

1 

地
下
水
源
の
開
発
等
に
よ
る
水
田
の
造
成
並
び
に
畑
地
か
ん
が
い
事
業
の
推
進 

こ
こ
に
お
い
て
永
久
使
用
と
な
つ
て
い
る
接
収
地
域
に
対
し
て
は
、
と
く
に
従
来
の
補
償
制
度
を
改
め
て
積

極
的
な
再
建
整
備
の
対
策
と
し
て 

駐
留
軍
の
施
設
、
用
地
に
接
収
さ
れ
た
地
域
の
農
業
再
建
整
備
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

、  

 



 

二 

東
富
士
演
習
場
地
域
農
民
は
、
接
収
地
域
内
の
森
林
地
帯
及
び
牧
野
地
帯
が
砲
爆
撃
あ
る
い
は
車
両
・
戦

車
演
習
の
た
め
無
惨
な
状
態
に
な
つ
て
お
り
、
か
つ
、
今
後
こ
れ
ら
被
害
が
加
速
度
的
に
累
積
せ
ら
れ
て
行
く

こ
と
は
必
至
で
あ
る
が
、
昭
和
二
十
七
年
講
和
条
約
発
効
後
よ
り
今
日
ま
で
三
箇
年
余
り
個
人
あ
る
い
は
市
町

村
の
貴
重
な
立
木
の
損
害
に
つ
い
て
の
補
償
が
、
ご
く
一
部
を
除
い
て
未
解
決
の
ま
ま
と
な
つ
て
い
る
。 

5 
農
業
経
営
の
改
善
施
設 

4 
代
替
農
地
の
確
保 

等
の
現
物
補
償
制
度
を
樹
立
し
て
残
土
地
の
生
産
性
の
高
揚
と
再
生
産
体
制
を
確
立
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て

自
働
的
に
補
償
が
な
さ
れ
、
も
つ
て
関
係
農
家
の
生
活
安
定
を
期
す
る
こ
と
が
真
の
保
障
で
あ
る
と
思
う
。
従

つ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
永
久
使
用
の
被
接
収
地
域
の
農
業
再
建
整
備
に
必
要
な
総
合
的
特
別
法
の
制
定
を
早

急
に
具
体
化
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
い
か
ん
。 

す
で
に
被
害
を
与
え
た
か
か
る
損
害
に
対
し
て
は
現
行
の
中
間
補
償
措
置
を
改
め
、
す
み
や
か
に
損
害
補
償 

四 

 



 

 

五 

の
で
き
る
有
効
適
切
な
方
法
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
具
体
的
に
そ
の
所
信
を
伺
い
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


